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～
放
課
後
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に
係
る
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準
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見
直
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放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
現
状
と課

題
～
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
係
る
「従
うべ
き
基
準
」の
見
直
し
に
つ
い
て
～

1 （
１
）
全
国
的
に
は
女
性
の
社
会
進
出
等
に
よ
り放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
利
用
ニ
ー
ズ
は
年
々
高
ま
って
お
り、
平
成

29
年
に
は
全
国
で

78
,0

00
人
余
りの
児
童
を
新
た
に

受
け
入
れ
る
一
方
、

17
,0

00
人
余
りの
待
機
児
童
が
さ
ら
に
発
生
。受
け
皿
拡
大
は
緊
急
の
課
題
。

受
け
皿
拡
大
に
必
要
な
施
設
整
備
は
国
が
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
が
、必
要
な
人
材
の
確
保
が
極
め
て
困
難
な
状
況
。

・登
録
児
童
数

1,
17

1,
16

2人
【前
年
比

78
,0

77
人
増
】

(2
)
人
材
確
保
が
急
が
れ
る
中
､人
口
減
少
の
進
む
中
山
間
地
域
を
中
心
に
､人
手
不
足
で
､有
資
格
の
人
材
確
保
が
運
営
の
ネ
ック
とな
る
状
況
。
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ク
ラ
ブ
数

、
待

機
児

童
数
、
登

録
児
童

数
の

推
移

ク
ラ
ブ
数

登
録
児

童
数

利
用
で
き
な
か

っ
た
児
童

数
（
待
機
児

童
数
）

厚
生

労
働

省
健

全
育

成
推
進

室
「平

成
２
９
年
（２

０
１
７
年
）放

課
後
児
童
健
全

育
成
事

業
（放

課
後

児
童
ク
ラ
ブ
）
実

施
状

況
」
よ
り

現
状

・利
用
で
き
な
か
った
児
童
数

（
待
機
児
童
数
）

17
,1

70
人

【前
年
：

17
,2

03
人
】

1



全
国
一
律
の
「従
うべ
き
基
準
」が
あ
る
こと
に
よ
り、
放
課
後
児
童
支
援
員
の
確
保
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
！

支
障
事
例
（
地
方
六
団
体
に
よ
る
全
国
調
査
等
(※
)の
結
果
）

平
成

30
年
５
月

11
日

内
閣
府
地
方
分
権
改
革
有
識
者
会
議
第

71
回
提
案
募
集
検
討
専
門
部
会

高
知
県
資
料

◎
規
模
や
周
辺
環
境
な
どが
異
な
る
多
種
多
様
な
全
国
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
一
律
の
基
準
を
適
用
し
て
い
る

こと
に
よ
り､
様
々
な
支
障
が
生
じ
て
い
る
状
況

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
現
状
と課

題
～
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
係
る
「従
うべ
き
基
準
」の
見
直
し
に
つ
い
て
～

２
｢従
うべ
き
基
準
｣で
あ
る
こと
に
よ
り生

じ
て
い
る
問
題

２

（
※
）
地
方
自
治
確
立
対
策
協
議
会
（
地
方
六
団
体
）
「来
年
度
の
提
案
募
集
に
向
け
た
支
障
事
例
の
調
査
」（
平
成
２
８
年
１
２
月
実
施
）
、

高
知
県
「放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
か
か
る
市
町
村
ヒア
リン
グ
調
査
」（
平
成
３
０
年
４
月
実
施
）
等
よ
り

○
過
疎
地
域
で
あ
り潜

在
す
る
労
働
力
が
な
い
た
め
､人
材
の
確
保
が
で
き
ず
､放
課
後
児
童
クラ
ブ
を
実
施
す
る
こと
が
で
き
な
くな
った
ケ
ー
ス
が
あ
る
。（

Ｄ
県
）

○
利
用
者
が
少
数
の
中
山
間
地
域
に
お
い
て
放
課
後
児
童
クラ
ブ
を
継
続
して
い
き
た
い
が
、現

行
制
度
で
は
人
材
の
確
保
が
難
しい
。（

Ｅ
市
）

○
利
用
児
童
の
多
い
時
間
帯
に
多
くの
職
員
を
配
置
して
支
援
を
手
厚
くし
た
い
が
、常

時
２
人
以
上
を
限
られ
た
財
源
と人

材
の
中
で
配
置
す
る
た
め
､

児
童

40
人
の
時
間
帯
も
児
童
１
人
の
時
間
帯
も
同
じ２

人
で
の
運
営
とな
って
い
る
。（

Ｄ
県
）

○
中
山
間
地
域
で
人
材
が
不
足
して
い
る
。

同
一
市
町
村
内
だ
が
、通

勤
に

1時
間
近
く要
す
る
他
地
域
か
ら人

材
を
確
保
しな
い
とい
け
な
い
状
況
。（

高
知
県
Ｆ
町
）

全
国
の
小
規
模
の
クラ
ブ
を
実
施
して
い
る
市
区
町
村
の
約
８
割
（

78
.1
％
）
が
、人

員
配
置
に
係
る
「従
うべ
き
基
準
」の
廃
止
又
は
参
酌
化
を
望
ん
で
い
る
。

資
格
要
件
に
関
す
る
意
見

配
置
要
件
に
関
す
る
意
見

○
放
課
後
児
童
クラ
ブ
の
需
要
が
年
々
増
加
して
お
り、
長
時
間
開
所
を
求
め
る
ニ
ー
ズ
も
多
く、
経
過
措
置
期
間
内
に
、研

修
を
受
講
した
支
援
員
を
配
置
す
る
こと

が
難
しい
。（

Ａ
市
）

○
人
材
の
確
保
が
極
め
て
困
難
。特

に
､高
齢
化
の
進
ん
だ
中
山
間
地
域
に
お
い
て
、放

課
後
児
童
クラ
ブ
の
設
置
案
が
あ
って
も
人
材
確
保
の
面
で
頓
挫
して
しま
う。

（
開
設
時
に
支
援
員
とし
て
配
置
で
き
る
要
件
を
備
え
た
人
が
い
な
い
）
（
Ｂ
市
）

○
補
助
員
が
認
定
資
格
研
修
を
受
け
た
くて
も
､不
在
時
の
代
替
職
員
が
確
保
しが
た
く苦
慮
して
い
る
。（

高
知
県
Ｃ
市
）

全
国
で
３
９
６
市
区
町
村
（

23
.7
％
）
が
、経

過
措
置
期
間
内
の
研
修
受
講
を
困
難
と判

断
。無

資
格
とな
る
支
援
員
が
多
数
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
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○
「従
うべ
き
基
準
」に
よ
り目

指
す
も
の
は
、放

課
後
児
童
クラ
ブ
の
｢安
全
性
」と
｢質
」の
確
保
と思

料
。

○
実
施
主
体
で
あ
る
地
方
に
お
い
て
こそ
、そ
の
重
要
性
は
十
分
に
認
識
。

○
「安
全
性
」と
「質
」を
確
保
す
る
手
段
は
、現
行
の
「従
うべ
き
基
準
」に
定
め
ら
れ
た
全
国
一
律
の
基
準
の
み
に

とど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。地
域
の
実
態
に
合
わ
せ
た
対
応
を
許
容
す
べ
き
。

➔
こう
した
取
組
は
､「
安
全
性
」と
「質
」を
確
保
した
うえ
で
量
の
拡
大
を
図
る
手
段
とし
て
有
効
。

➔
地
域
の
実
情
に
応
じた
多
様
な
方
法
が
考
え
られ
、｢
基
準
」を
限
定
的
に
列
挙
す
る
よ
り、
参
酌
化
が
望
ま
しい
。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
現
状
と課

題
～
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
係
る
「従
うべ
き
基
準
」の
見
直
し
に
つ
い
て
～

３
｢参
酌
す
べ
き
基
準
｣で
十
分
な
理
由

目
的

達
成
す
る
た
め
の

手
段

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る

「安
全
性
」と
「質
」の
確
保

３

本
提
案
に
係
る
第
１
次
回
答

※
抜
粋

・子
ども
子
育
て
支
援
新
制
度
に
お
い
て
は
、放

課
後
児
童
クラ
ブ
に
関
し

て
、量

の
拡
充
の
み
な
らず
質
の
確
保
も
進
め
て
お
り、
双
方
を
合
わ
せ
て

進
め
て
い
る
こと
が
保
護
者
か
ら望

ま
れ
て
い
る
こと
と認

識
・放
課
後
児
童
支
援
員
の
員
数
は
、少

な
くと
も
、子

ども
の
安
全
性
の
確

保
か
ら
不
可
欠
で
あ
り、
ま
た
、研

修
の
実
施
は
、昨

今
の
子
ども
を
巡
る

課
題
を
把
握
す
る
こと
、さ
らに
一
定
の
レ
ベ
ル
を
備
え
た
支
援
員
を
養
成

す
る
こと
で
、支

援
員
の
さ
ら
な
る
処
遇
改
善
に
つ
な
げ
て
い
くも
の
で
あ
る
。

同
第
２
次
回
答

※
抜
粋

現
行
の
「従
うべ
き
基
準
」は
、子

ども
の
安
全
性
の
確
保
な
ど一

定
の
質

を
担
保
す
る
た
め
、平

成
27
年
の
子
ども
・子
育
て
支
援
新
制
度
の
施
行

に
併
せ
、最

低
基
準
とし
て
策
定
した
も
の

従
うべ
き
基
準
に
関
す
る
国
の
見
解

安
全
性
の
確
保

人
員
配
置
基
準

人
員
資
格
基
準

放
課
後
児
童
支
援
員
の
数
は
､支
援
の

単
位
ご
とに
２
人
以
上
とす
る

放
課
後
児
童
支
援
員
は
､次
の
各
号

(※
)の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
って
、

都
道
府
県
が
行
う研

修
を
修
了
した
も
の

で
な
け
れ
ば
な
らな
い

※
保
育
士
､社
会
福
祉
士
､一
定
期
間
従
事

した
者
、等

従
うべ
き
基
準

児
童
クラ
ブ
が
教
育
委
員
会

と同
じ建

物
内
に
あ
る
な
ど、

児
童
ク
ラ
ブ
の
求
め
に
応
じ
､

教
員
な
どが
直
ち
に
駆
け
つ

け
る
こと
が
で
き
る

児
童
クラ
ブ
を
併
設
して
い
る

小
学
校
に
地
域
の
多
様
な

人
材
が
数
多
く関
わ
って
お
り、

複
数
の
目
で
子
ども
を
見
守
る

こと
が
で
き
る

認
定
資
格
研
修
受
講
者
と

同
程
度
以
上
の
方
が
存
在

す
る

（
学
校
支
援
ボ
ラン
テ
ィア
と

して
地
域
の
子
ども
た
ち
と長

年
関
わ
って
き
た
方
な
ど）

例
２

例
３

例
１

等
質
の
確
保



全
国

「従
うべ
き
基
準
」の
参
酌
化
に
よ
り地

方
の
裁
量
の
拡
大
を
図
る
こと
！

４

◎
量
の
拡
大
と質

の
確
保
を
目
指
す
方
向
は
、国
・地
方
も
同
じ
。安
全
面
や
質
の
確
保
は
地
方
の
責
任
に
お
い
て
し
っか
り取

り組
む
。

◎
国
は
、「
参
酌
化
す
べ
き
基
準
」や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
り、
望
ま
し
い
方
向
性
を
示
す
こと
で
足
り、
地
方
が
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
、条
例
で
規
定
す
る
こと
に

よ
り子

ども
の
安
全
や
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
確
保
で
き
る
。

提
言

高
知
県
内
の
市
町
村
が
想
定
す
る
安
全
面
や
質
の
確
保
の
た
め
の
具
体
策
（
各
市
町
村
の
意
見
）

○
市
町
村
独
自
で
支
援
員
等
に
対
す
る
研
修
機
会
を
増
や
し、
人
材
を
育
成
す
る
。

○
一
つ
の
建
物
に

2つ
の
支
援
単
位
が
入
って
い
る
場
合
、認

定
資
格
者

1名
と補

助
員

3名
の
体
制
とす
る
等
、人

員
配
置
を
工
夫
す
る
。

併
せ
て
市
町
村
独
自
の
研
修
体
制
を
確
立
し補

助
員
の
ス
キ
ル
ア
ップ
に
つ
な
げ
て
い
く。

○
支
援
員
と兼

務
補
助
員
の
体
制
か
ら補

助
員

3名
体
制
に
す
る
等
、児

童
を
見
守
る
目
を
増
や
す
こと
に
よ
り、
認
定
資
格
者
の
不
在
を
補
え
る
体
制
を
構
築
。

○
近
隣
に
あ
る
保
育
所
・小
学
校
・教
育
委
員
会
との
連
携
を
今
以
上
に
強
化
し、
放
課
後
児
童
クラ
ブ
へ
の
バ
ック
ア
ップ
体
制
を
構
築
す
る
とと
も
に
、市

町
村
独
自
で
補
助
員
に
対
す
る

研
修
体
制
を
確
立
す
る
。

○
市
全
体
の
児
童
クラ
ブ
の
運
営
を
支
え
る
協
議
会
等
を
立
ち
上
げ
、組

織
的
に
運
営
を
バ
ック
ア
ップ
させ
て
い
く。

条
例
規
定
（
含
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
の
イ
メ
ー
ジ
（
一
例
）

◎
放
課
後
児
童
支
援
員
の
資
格
要
件

・・
・
「認
定
資
格
研
修
の
他
、県

又
は
市
町
村
が
実
施
す
る
資
質
向
上
研
修
を
事
業
従
事
後
●
年
以
内
に
受
講
す
る
こと
に
よ
り資

格
要
件

を
満
た
す
こと
とす
る
。」

◎
放
課
後
児
童
支
援
員
の
配
置
要
件

・・
・
「特
例
とし
て
、中

規
模
の
支
援
の
単
位
に
お
い
て
は
、支

援
員
等
の
兼
務
を
可
能
とす
る
。」
「小
規
模
の
支
援
の
単
位
に
お
い
て
は
、複

数
の
補
助
員
の
配
置
で
の
運
営
を
可
能
とす
る
」「
この
場
合
は
、近

隣
の
保
育
所
及
び
小
学
校
並
び
に
公
的
施
設
との
連
携
体
制
を
構

築
し、
児
童
の
安
全
確
保
策
を
講
じる
こと
。」

平
成

30
年
５
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放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
現
状
と課

題
～
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
係
る
「従
うべ
き
基
準
」の
見
直
し
に
つ
い
て
～

４

高
知
県
「放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
か
か
る
市
町
村
ヒア
リン
グ
調
査
」（
平
成
３
０
年
４
月
実
施
）
よ
り
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